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金融機関における非居住者が行う国外送金手続とマイナンバーについて 

 

 日本国内の金融機関の本支店に開設された預貯金口座宛に、日本国外から送

金が行われた場合において、送金者が非居住者であること、又は送金の受領者が

非居住者であることによりマイナンバーを有しない場合、マイナンバーがない

ことのみを理由として、金融機関が当該海外からの送金、又は当該送金された金

銭の払出しを拒否することはありません。 

ただし、非居住者であること（従来、居住者であった方が新たに非居住者とな

ったこと等を含む。）は、金融機関に対して正式に届出を行っていただいている

必要があります。 

 


